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芝浦港南地区における沿岸建築物の外部空間と立面による運河への構え
The Appearance of Canal-side Buildings in Shibaura-Konan District Viewed from Exterior Spaces and Elevations 

安田研究室　20M50217　車田　日南子 (KURUMADA, Hinako)

1. 序　芝浦港南地区は 1906 年から、運河と共に順次埋
め立てられ造成された。沿岸には工場や倉庫、荷揚場や
資材置き場がつくられ、運河は物流の空間であった。そ
の後水運業が衰退し、運河はアメニティとしての機能をもち始
め、運河沿いに遊歩道や、建物まわりに豊かな外部空間
がつくられるようになった。このように時代に応じて変
化してきた水辺空間は、現在、各年代の建物が運河沿い
に建ち並び、その周りの外部空間と立面によって、運河
への構えは多種多様にみえる。今後も水辺空間の活用が
期待される芝浦港南地区において、水辺空間のあり方を
運河沿いの建物を含めて総合的に検討する必要がある。
そこで本研究では、図 1 に示すように用語を定義した上
で、沿岸建築物の外部空間と立面を運河側と後背地側で
比較することで、運河への構えを検討し、芝浦港南地区
における水辺空間の特徴を明らかにすると共に、今後の
沿岸建築物の設計に資することを目的とする。
2. 分析対象の概要
2.1 分析対象　芝浦港南地区において、水辺の景観を形
成する主要な運河として、全長が上位 3 位の芝浦運河、
新芝運河、高浜運河（以下それぞれ芝浦、新芝、高浜）
の沿岸街区に立地する177の建築物を対象とする（図2）。
2.2 竣工年代と建物用途　1981 年頃から運河及び生活
環境の改善と地震による水害を防ぐために、老朽化した
既成護岸の前面に内部護岸が建設され始めた 1)。その後
内部護岸の上部が遊歩道として市民に開放された。この
ような護岸形態の変化が沿岸建築物の用途にも影響を与
えていると考え、土地利用現況図注１）の発行年に基づい
て竣工年代を 5 期に分け、建物用途との関係を検討した

（表 1）。建物用途は住宅とｵﾌｨｽが大半を占めている。工
業建築は大半が I 期に建てられ、内部護岸の竣工と遊歩
道開放の過渡期である II,III 期にオフィスが多く、IV,V 期に
は住宅が最も多くみられた。
3. 沿岸建築物における足元まわりの外部空間
3.1 外部空間の配列と連続性　沿岸建築物の足元まわ
りを活性化させる要素として、敷地内外における外部空
間とその連続性に着目し、運河側と後背地側にわけて検

討する。敷地内の外部空間の用途を分類すると（表 2）、
広場などのパブリックな用途よりも駐車場などのプライベートな用
途が多く、現状では、人の活動のための空間として十分
に活用されていない。運河側は、滞在のための庭が多く、
後背地側は、動線のためのエントランスと駐車場が比較的に多
い。次に、敷地外の外部空間をその有無と種類から分類
した（表 3）。運河側には遊歩道の他に、かつて荷揚場と
して使われたバースや桟橋がみられた。後背地には、ほとん
どに外部空間があり、そのうちの 9 割以上が道路である。
さらに、敷地内外の外部空間の連続性を、接続の有無と
境界の構成要素から分類した（表 4）。運河側は、8 割以
上の事例で、フェンスや生垣などによって敷地内外の外部空
間が分断されているが、階段やスロープにより一体的な外部
空間をつくる事例も 29 件みられた。
3.2 足元まわりの外部空間パタン　前節で検討した敷地内
外における外部空間とその接続から、運河側と後背地側
のそれぞれにおいて、足元まわりの外部空間パタンを 5 種に
分類した（表 5）。あは敷地内外の両方に外部空間をもち、
その境界を接続するもので、連続的でパブリックな空間を提供
している。後背地側と比較して運河側は該当事例が少な
い。いは敷地内外に外部空間をもつが、それらを接続す
る設えがなく、境界にはフェンスや生垣等が設けられている。
運河側と後背地側ともに最も多くの事例が該当する。う
は敷地内のみに外部空間をもち、運河側には、直立護岸
の水面への近さを活かした庭をつくる事例がある。また、
内部護岸に面する事例では、今後遊歩道として整備する
ことができれば、あやいのパタンに変わる可能性がある。

え、おは敷地内に外部空間をもたず、敷地外への接続も
ないことから、敷地内外で一体的な外部空間をつくるこ
とが難しい。
4. 沿岸建築物における立面
4.1 開口率と付加要素　街並みを活気づける要素とし
て、人の活動が表出する開口と、滞在的要素、動線的要
素に着目し、立面を検討する。まず、立面を占める窓面
積の割合を開口率として整理した（表 6）。平均値に大差
はなく、両立面で同様に分布している。次に、付加要素
を抽出した（表 7）。滞在的要素としてバルコニーがみられ、動
線的要素として、廊下や屋外階段がみられるほか、車路
スロープや荷揚機器の大きな動きを介在する要素もみられた。
滞在的要素は運河側立面に多く、動線的要素は両立面で
同様にみられた。
4.2 立面パタン　開口率と付加要素の組み合わせを、立面パ
タンとして 6 種に分類した（表 8）。ア、イ、ウは開口率が
平均以上であり、両立面の事例数が同じように分布して
いる。イは全てのパタンで該当する事例が最も少なく、動線
的要素をもつ事例は開口率が低くなる傾向がある。また、
エ、オ、カは、開口率が平均以下であり、運河側立面は
いずれも事例数が同程度に分布しているが、後背地側立
面は付加要素を持たないカが全てのパタンの中で突出して
多くみられた。そのため、運河側立面は後背地側立面と
比較して人の活動が表出しているものが多く、それらが
水辺空間の景観を特徴付けていると言える。
5. 外部空間と立面からみた芝浦港南地区の水辺空間
5.1 沿岸建築物の構えパタン　前章までに検討した外部空



表 9　沿岸建築物の構えﾊﾟﾀﾝ

表 10　竣工年代による構えの特徴 表 11　建物用途による構えの特徴

図 3　各運河の特徴

表 9注 )3,4 章で検討した結
果をもとに、足元があ、い、
立面がア、イ、ウに該当する
ものは「構えのある部位」と
し、沿岸建築物ごとに、運河
側と後背地側でその該当数を
比較することで、パタンを導い
た。
表 9,10, 図 3注 ) 表中の ( )
内の数字は該当する建物数を
示す。
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間パタンと、立面パタンから、沿岸建築物の構えを検討する。水
辺空間を活性化させる要因として、敷地内外ともに外部
空間があること（あ、い）、また、立面の開口率が平均以
上であること（ア、イ、ウ）を基準とし、水辺空間側と
後背地側の比較から 4 つの構えパタンを得た（表 9）。運河
向きは、半数が足元重視であるが、他のﾊﾟﾀﾝより比較的
上部重視が多く、両方を重視はごくわずかである。また、
両向きは両方を重視と足元重視が多く、後背地向きは半
数以上が足元重視である。
5.2 竣工年代と建物用途による構えの特徴　まず、竣工
年代による構えﾊﾟﾀﾝの分布を表10に示す。I期はどの構
えパタンも同程度みられるが、運河向きの割合は各年代
の中で最も低い。II 期は後背地向きの割合が各年代の中
で最も高く、内部護岸の建設により運河との関係が築き
にくい時期であったと考えられる。遊歩道が開放され始
めた III 期には両向きが最も多くなり、その後、IV 期に
は両向きの割合が各年代の中で最も高く、運河向きも高
い割合となっている。IV 期は運河ルネサンス事業注 2) に
より運河の活用が促進されはじめた時期であるため、水
辺空間への意識が高まっていたと考えられる。しかし、近
年（V 期）再び後背地向きが運河向きを上回っている。通
時的な変遷としては、運河側に構えるものは各年代間で
出現頻度は大きく変わらず、I 〜 IV 期にかけて、両側に
構えるものは増加傾向に、後背地側に構えるもの及び構
えを強調しないものは減少傾向にあった。次に、建物用
途による構えの特徴を表 11 に示す。住宅は両側向きが
最も多い。運河の配置に加えて、居室の方角を考慮した
ものだと考えられる。ｵﾌｨｽと商業は後背地向きが最も多
い。工業は両側向きが最も多く、運河を物流のために活
用していた名残であると考えられる。公共は普段不特定
多数の人が立ち入ることができない供給処理施設が含ま
れるため構えなしが最も多い。
5.3 運河ごとの構えの特徴　これまでの分析結果をも
とに運河ごとに類型の分布と、外部空間の特徴、立面の
付加要素及び開口率をあわせて、各運河の特徴を示した

（図 3）。運河ごとに沿岸建築物の構えの特徴を総体的に
捉えると、芝浦運河では後背地向きが多い。一方で、新
芝運河では両側向きと後背地向きが多くを占め、高浜運
河では両側向きが多を占めている。次に護岸ごとにその
特徴をみると、芝浦 W は運河向きが最も多い。特に運
河側立面は、開口率は平均以上のものが多く、滞在的要
素が連続している。これは、運河側に居室を設けた集合

住宅が多く分布しているためだと考えられ、生活感のあ
る運河の景色をつくりだしている。一方、芝浦 E は後背
地向きが最も多い。しかし、潮路橋以南においては、運
河側、後背地側ともに足元に外部空間をもつ特徴がある。
その建物用途は倉庫運輸関係施設やそのｵﾌｨｽが多く、運
河と後背地にある首都高速道路の２つの物流の軸を足元
で繋いでいる。新芝 N では、後背地側に田町駅があり、
人通りが多い道路に面していることから、立面よりも足
元を重視するものが多い。また運河側は、上部に滞在的
要素が集中している。これは運河が南側にあり、採光や
通風のためであると考えられる。新芝 S は後背地向きが
多く、運河側には、上部に動線的要素が多くみられる。新
芝運河では、特に香取橋から藻塩橋にかけて、両岸の沿
岸建築物に立面の付加要素が多く、水辺空間の上方に活
気が生まれている。新芝 W は両向きが多く、足元は運
河側と後背地側でほとんど違いはないが、運河側立面に
滞在的要素が多い。後背地の道路幅員が狭く、後背街区
が近いため、運河側の外部空間が開放的な空地として役
立っていると考えられる。新芝 E は、足元に接続のある
ものが多く、広場などのﾊﾟﾌﾞﾘｯｸな外部空間が多い。高
浜 W は両向きが多く、特に運河側は足元に接続のある
ものが多い。竣工年代が III,IV のものが多いため、遊歩
道を積極的に活用するものが多く、さらに後背地に品川
駅へと繋がる主要道路があるためであると考えられる。
また、間口が大きいことから、足元に外部空間を設けや
すいと考えられる。一方、運河側立面は他の運河と比較
して、付加要素をもたないものが多い。高浜 E は 4 種の
構え全てが同程度を占めており、高浜 W 同様に足元を
重視するものが多くみられ両岸ともに敷地内の外部空間
と遊歩道の連携が有効に機能している。
6. 結　本研究では、沿岸建築物を運河側と後背地側の両
面において、足元まわりの外部空間と立面からその構え
を明らかにした。また、竣工年代及び建物用途との関係
性を検討するとともに、時間的推移の中での構えの変化
と建物用途による構えの違いを捉えた。さらに、運河ご
とに構えの分布を検討するとともに、外部空間及び立面
の評価を付置しその分布傾向を捉えることで、芝浦港南
地区における水辺空間の特徴の一端を明らかにした。
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